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新規就農相談センターをご利用の皆様へ  

 

全 国 新 規 就 農 相 談 セ ン タ ー 
 

新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣⾔を踏まえた 
全国新規就農相談センターの今後の対応について 

 
平素より全国新規就農相談センターをご利用いただきましてありがとうございま

す。 
当センターは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大防止のため 4 月 8

日に発令された緊急事態宣言を踏まえ、従来の対面式の就農相談を当面の間、中止さ

せていただきます。また、当センター相談員が常駐する移住・交流情報ガーデン（東

京駅前）も一時閉館となります。 
ご利用を予定されていた皆様におかれましては、ご不便お掛けいたしますことを、

心より深くお詫び申し上げます。 
なお、お問合せフォーム（Web）及び電話での相談やお問合せは引き続き対応して

まいります。ぜひご利用いただきますようよろしくお願いいたします。 
 
 
全国新規就農相談センター 相談窓口  

 
【Web】https://www.be-farmer.jp/consult/mail/ 
【Tel】03−6910−1133  

対応時間︓平⽇午前 10 時〜午後 17 時 
 

※お問合せフォーム（Web)でお問合せ頂いた場合、３営業日を目安に当センター担当者よりメール

またはお電話でご回答いたします。お客様のメールのセキュリティー機能などにより、当センター

からの返信が届かない場合がございます。３営業日以内に返信または、回答がない場合はお電話に

てご一報ください。 

 

 この件に関するお問い合わせは 

全国新規就農相談センター 
〒102-0084 東京都千代田区二番町9－8 
Tel: 03-6910-1133 Mail:guide@nca.or.jp 


